
 

令和８年 11月１日（日）川根本町産業文化祭 
参 加 者 募 集 の ご 案 内 

（１） 開 催 日 程 

日 時 ： 令和 ８ 年 １１ 月 1 日 （日）  雨天決行 

時 間 ： 午前９時３０分から午後２時まで 

会 場 ： 川根本町役場（本庁舎）前駐車場 

※荒天となる場合や荒天が予想される場合には中止とする場合があります。 

（２） 参 加 資 格 

・町内在住の方（団体）でしたら誰でも出店（展）に参加できます。 

・町外在住の方（団体）は、参加申し込み状況により個別に相談に応じます。会場スペースの関

係でお断りする場合があります。 

（３） 募 集 内 容 

・役場前駐車場等で開催する販売・展示等への出店（展）者 

（４） 参加申し込みにあたってのお願い 

・会場のレイアウト、ブースの位置等は、実行委員会で決定します。 

・出店（展）ブースのテント（テントウエイト含む）は、出店（展）者に持参していただ

きます。 

・実行委員会では出店（展）区画と、共通備品（机２台、イス４脚）を用意します。 

なお、出店（展）区画に応じ下記の参加料をいただきます。ただし、学校関係団体等については

対象外となります。また、町外参加者の参加料は別に定めます。 

 （出店（展）区画は 1区画当たり ３．６ⅿ×３．６mです。） 

出店（展）区画 使用町内団体（個人）       1,000円×区画数 

電気使用料（1回路 1,500W まで ※減免扱いとはなりません） 2,000円×回路数 

室内での参加団体（個人）                         500 円 

 ・出店（展）者でテント、テントウエイトのご持参ができない場合は、有料にてご用意いたします。 

・出店（展）ブースの看板は、実行委員会では用意いたしません。 

・独自企画イベントなど、産業文化祭開催の趣旨や目的等にそぐわないものは受付できません。 

・天災等の不可抗力により開催不可能となった場合や、出店（展）物の盗難・損傷及び区画内で

の人的災害が生じた場合、主催者は責任を負いかねますのでご了承ください。 

・参加内容によっては営業許可証や消火器が必要になる場合があります。参加者の責任におい

て事前の手続きや準備等をお願いします。 

（５） 参加団体打合せ会への出席について 

・参加団体の打合せ会（説明会）の日程は、後日、参加申し込みをされた団体等へ個別にご案内

いたします。参加団体の皆様は出席をお願いいたします。 

（６） 申 込 方 法 

・別紙「参加申込書」に必要事項を記入して、産業文化祭実行委員会事務局へ持参、郵送、ファ

クス又は電子メールのいずれかの方法でご提出ください。 

 

（７） 申 込 期 限  令和 ８ 年 ９ 月 ９ 日 （水） ※期日厳守 

 

産業文化祭参加申込み及び問合せ先 

〒428-0313  川根本町上長尾 627番地 川根本町役場内 産業文化祭実行委員会事務局 

TEL０５４７-５６-２２２０／FAX０５４７-５６-２２３５  E-mail : soumu@town.kawanehon.lg.jp 
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